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平 成 年
月 日

（金曜日）

指
定
金
融
機
関
、
指
定
代
理

三
年
山
口
県
告
示
第
九
百
三
十

平
成
十
八
年
五
月
十
九
日

三
の

の
３
中
「
萩
市
農
業

「
あ
ぶ
ら
ん
ど
萩
農
業
協
同
組

「
山
口
阿
武
農
業
協
同
組
合

魚
つ
き

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し

場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

山
口
県
告
示
第
二
百
七
十
九

平
成
十
八
年
五
月
十
九
日

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在

大
島
郡
周
防
大
島
町
大
字

に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、

分
に
限
る
。
）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ

土
地
改
良
区
の
名
称

阿
東
町
土
地
改
良
区

山
口
県
告
示
第
二
百
七
十
八

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法

安
林
の
指
定
を
次
の
と
お
り
解

金
融
機
関
及
び
収
納
代
理
金
融
機

二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

山
口

協
同
組
合

萩
市
大
字
江
向
四
三

合

萩
市
大
字
江
向
四
三
一
の
二

阿
武
郡
阿
武
町
大
字
奈
古
三
二
一

、
そ
の
図
面
を
山
口
県
農
林
水
産

る
。
）

号

山
口

場
所

西
方
字
中
磯
下
九
九
八
の
一
・
九

一
〇
〇
四
、
大
字
伊
保
田
字
帯
石

た
目
的

認

可

年

月

平
成
一
八
、

五

号
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六

除
す
る
予
定
で
あ
る
。

一

関
の
名
称
等
に
関
す
る
告
示
（
平

正
す
る
。

県
知
事

二

井

関

成

一
の
二
」
を

」
に
改
め
、

一
の
一
」
を
削
る
。

部
森
林
整
備
課
及
び
周
防
大
島
町

県
知
事

二

井

関

成

九
九
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の

一
〇
七
九
の
二
（
次
の
図
に
示
す

日
、
一
〇

条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

成 役 図部 保

告

示



平

と
お変

成 年 月 日 金曜日

（
二特

山 口

財ま振

（定期）県 報

名財口く

第 号

山
山

定
に

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款

更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の

公

七
一
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の

定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十

山
口
家
使

山
口
使
用

ス
ポ
用
料

団
法
人
や

ぐ
ち
農
林

興
公
社

山
口
市
大
字
後
河

原
一
五
〇
の
一

二
十
設
使

取
扱

称

所

在

地

山
口

自
然

山
口
少
年
タ
ー

山
口
家
使

団
法
人
山

県
ひ
と
づ

り
財
団

山
口
市
大
字
秋
穂

二
島
一
〇
六
二

山
口
使
用

口
県
告
示
第
二
百
八
十
号

口
県
会
計
規
則
（
昭
和
三
十
九
年

よ
り
、
次
の
と
お
り
歳
入
の
徴
収

平
成
十
八
年
五
月
十
九
日

委
託
を
解
除
さ
れ
た
者

委
託

の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
り

変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

夏
木
原
キ
ャ
ン
プ
場

告

定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請

年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条

県
油
谷
青
年
の

用
料

山
口
県
油
谷
青
年
の

家

県
萩
青
年
の
家

料

山
口
県
萩
青
年
の
家

ー
ツ
交
流
村
使

山
口
県
ス
ポ
ー
ツ
交

流
村

二
十
一
世
紀
の
森
・

森
林
学
習
展
示
館

一
世
紀
の
森
施

用
料

歳
入
金
の
種
類

名

称

県
秋
吉
台
少
年

の
家
使
用
料

山
口
県
秋
吉
台
少
年

自
然
の
家

県
十
種
ケ
峰
青

野
外
活
動
セ
ン

使
用
料

山
口
県
十
種
ケ
峰
青

少
年
野
外
活
動
セ
ン

タ
ー

県
大
島
青
年
の

用
料

山
口
県
大
島
青
年
の

家

県
光
青
年
の
家

料

山
口
県
光
青
年
の
家

山
口
県
規
則
第
五
十
四
号
）
第

の
事
務
の
委
託
を
解
除
し
た
。

山
口
県
知

解
除
し
た
委

の
解
除
に
係
る

ま
し
た
。

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画

阿
武
郡
旭
村
大
字
佐
々
並

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

大
津
郡
油
谷
町

萩
市
大
字
堀
内

光
市
光
井
二
丁
目

山
口
市
大
字
宮
野
上

所

在

地

美
祢
郡
美
東
町

阿
武
郡
阿
東
町

大
島
郡
大
島
町

光
市
大
字
室
積
村

四
十
四
条
第
一
項
第
二
号
の
規

事

二

井

関

成

託
事
務
に
係
る
施
設

改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員

二

縦
覧
の
期
間

平
成
十
八
年
五
月
二
十
二

三

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村

（
二
七
三
）
土
地
改
良
区
の
役

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四

で
あ
る
と
決
定
し
た
の
で
、
同

の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
決
定
に

供
し
ま
す
。

平
成
十
八
年
五
月
十
九
日

一

事
業
の
内
容

市
町
名

長
門
市

名

称

代

表

者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

（
二
七
二
）
市
町
が
行
う
土
地

次
の
市
町
が
行
う
土
地
改
良

十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第

書
及
び
収
支
予
算
書
は
、
平
成

及
び
山
口
県
宇
部
県
民
局
に
お

平
成
十
八
年
五
月
十
九
日

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
八
年
四
月
二
十
一

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利

の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出
が
あ
り

日
か
ら
同
年
六
月
十
二
日
ま
で

整
備
課

員
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出

年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八

法
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お

係
る
土
地
改
良
事
業
計
画
書
及
び

山
口

施
行
地
区

河
原
地
区

用

特
定
非
営
利
活
動
法
人
障
害

山
本

玲
子

宇
部
市
大
字
東
須
恵
三
一
〇

改
良
事
業
の
施
行
の
協
議
に
係
る

事
業
の
施
行
の
協
議
は
、
土
地
改

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

十
八
年
六
月
二
十
一
日
ま
で
の
間

い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

山
口

日活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏

ま
し
た
。

条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
土

い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
六

条
例
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧

県
知
事

二

井

関

成

事
業
の
種
類

排
水
施
設
の
改
修

者
社
会
参
画
支
援
セ
ン
タ
ー
宇
部

番
地
の
五

決
定

良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
適

、
山
口
県
環
境
生
活
部
県
民
生
活

県
知
事

二

井

関

成

名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

二

地 項に 九当 課

公

告



平成

一

年 月 日 金曜日

一
一

（
二測

国
土

山 口 県

（
二林

り
生登番

（定期）報

〃
二

秋〃〃

第 号

一
秋〃

作
業
の
種
類

九
〇

谷
山
裕
見
子

阿
武
郡
阿
東

五
三

七
五
）
基
本
測
量
の
実
施

量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本

平
成
十
八
年
五
月
十
九
日

七
四
）
林
業
種
苗
生
産
事
業
者
の

業
種
苗
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律

産
事
業
者
の
登
録
を
し
ま
し
た
。

平
成
十
八
年
五
月
十
九
日

録号

生
産
事
業
者
の
氏
名
又
は

〃

退
任
し
た
役
員

土
地
改
良
区
の
名
称

理
事
監
事
の

穂
土
地
改
良
区

監〃〃

平
成
十
八
年
五
月
十
九
日

就
任
し
た
役
員

土
地
改
良
区
の
名
称

理
事
監
事
の

穂
土
地
改
良
区

監〃

山
口
県
知

町
大
字
徳
佐
中
九

幼
苗
の
育
成
及
び

以
外
の
苗
木
の
育

八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
一
項

測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が

登
録

第
八
十
九
号
）
第
十
条
第
一
項

山
口
県
知

名
称
及
び
住
所

生
産
事
業
の
内

徳
久

誠

〃

秋

別

氏

名

住

事

中
村

信
義

山
口
市
秋

平
田

武

〃

〃

松
冨

設
男

〃

〃

山
口
県
知

別

氏

名

住

事

中
村

信
義

山
口
市
秋

道
中

久

〃

〃
事

二

井

関

成

幼
苗
成

事
業
所
の
名
称
は
な
い
。

生
産
事
業
者
の
住
所
に
同

じ
。

の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
省

あ
り
ま
し
た
。

の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

事

二

井

関

成

容

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地

穂
西
二
二
〇
〇

所

穂
東
五
一
五
八
の
七

七
五
三
五

一
九
一
三

事

二

井

関

成所

穂
東
五
一
五
八
の
七

二
三
二
三

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し

次
の
と
お
り
随
意
契
約
の
方

平
成
十
八
年
五
月
十
九
日

一

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名

土
木
建
築
部
監
理
課

山

二

契
約
に
係
る
特
定
役
務
の

用
地
補
償
管
理
シ
ス
テ
ム

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し

公
共
測
量
（
街
区
基
準
点

二

作
業
の
地
域

下
関
市
、
山
口
市
及
び
萩

三

作
業
の
期
間

平
成
十
八
年
五
月
一
日
か

（
二
七
七
）
契
約
の
締
結

（
二
七
六
）
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土

ま
し
た
。

平
成
十
八
年
五
月
十
九
日

一

作
業
の
種
類

基
本
測
量
（
国
土
調
査
及

二

作
業
の
地
域

山
口
市
、
防
府
市
、
下
松

三

作
業
の
期
間

平
成
十
八
年
五
月
三
十
一

た
日

法
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
ま
し
た

山
口

称
及
び
所
在
地

口
市
滝
町
一
番
一
号

名
称
及
び
数
量

端
末
機
等
賃
貸
借
業
務

一
式

た
手
続

測
量
及
び
街
区
点
測
量
）

市ら
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日
ま
で

律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条

交
通
大
臣
か
ら
次
の
と
お
り
公
共

山
口

び
確
定
測
量
に
伴
う
基
準
点
測
量

市
、
周
南
市
及
び
阿
武
郡
阿
東
町

日
か
ら
平
成
十
九
年
二
月
二
十
八

三

。県
知
事

二

井

関

成

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四

測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ

県
知
事

二

井

関

成

）日
ま
で

条り



平
成
十

平
成
十

平成 年 月 日 金曜日

一二

山 口

一二

（定期）県 報

八（
二都

関
す

第 号

五六七
第八

年
五
月
十
九
日
印
刷

八
年
五
月
十
九
日
発
行

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名

光
市
光
井
四
丁
目

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及

下
関
市
東
勝
谷
七
二
番
地

有
限
会
社
レ
ッ
ツ

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名

下
松
市
生
野
屋
一
丁
目

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及

下
松
市
生
野
屋
一
丁
目
四
番
一
〇

田
村
惠
美
子

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

二
井

関
成

七
八
）
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律

る
工
事
の
完
了
を
次
の
と
お
り
公

平
成
十
八
年
五
月
十
九
日

平
成
十
八
年
四
月
一
日

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
そ
の

株
式
会
社
日
立
製
作
所

東
京
都

契
約
金
額

千
六
百
八
十
七
万
五
千
六
百
十
二

随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特

三
百
七
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項発

行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知

称び
氏
名

山
口
県
知

称び
氏
名

号 の
完
了

第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項

告
し
ま
す
。

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
六
番

円由定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を

第
一
号
に
該
当
す
る
た
め

庁

定
価
一
箇
月

金
二
千

事 事

二

井

関

成

の
規
定
に
よ
り
、
開
発
行
為
に

六
号

定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

七
百
円
（
送
料
共
）

四


